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内容▶福祉サービス（ヘルパー、就労支援事業所など）利用のお手伝い
   余暇活動・講座（絵画教室、書道教室、レクバレーなど)
利用時間▶9:00～18:00
休館日▶火曜日、祝日、年末年始
利用料▶無料（講座によっては50円～200円程度実費負担あり）
場所▶今治市天保山町2丁目2-1

電話番号▶0898-34-3081

 
 第2回家族教室（9月22日開催）は、ときめきの精神保健福祉士の 門岡貴子先生をお招きし、精神
疾患との付き合い方、事業所、就労についてなど分かりやすいご講義をしていただきました。その後
の座談会では、皆様、活発な意見交換、ご自身の経験談についてのお話、先生からも寄り添ったアド
バイスをいただきました。今回は、その一部をご紹介いたします。

今治市障害者地域活動支援センター「ときめき」とは？

就労・就労支援について

●就労継続支援A型 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能であ

る者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

●就労継続支援B型 一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難であ

る者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供を行います。

●就労移行支援 一般企業等に就職するための支援

●就労定着支援 一般企業に就職した後の支援

就職することがゴールではなく、長く働き続けられることが目標

障がい福祉サービス利用について

利用対象者
● 障害者手帳の交付を受けている
● 精神障がいを事由とする障害年金を受けている
● 自立支援医療（精神通院医療）受給者証の交付を受けている
● 医師の診断書（診断名には条件あり）がある
● 特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている 

 上記のいずれかに当てはまる方

就労支援事業所を利用するまでの流れ（例）
①市役所の障がい福祉課で利用申請
 障がい手帳と認め印が必要。相談支援事業所でも申請代行可能です。
②事業所見学
 作業内容、利用時間、工賃、送迎の有無などの確認がポイントです。
③体験利用
 実際にお仕事を体験します。体験日数は人によって異なります。
④利用契約
 相談員と一緒に利用計画を作成し、受給者証を発行します。受給者証ができ次第事業所と
 利用契約を結びます。

ご家族にお願いしたいこと

 本人のペースに合わせて見守る。
  就労は本人なりのペースでしか進まない。

 生活リズムを整えるためのサポートをする。
  就労するためには生活リズムの安定が大前提。
  生活面のサポートは家族の協力が不可欠。

 専門機関を頼ることが大切。
  役割分担が必要『生きづらさ』について

●周りから「当たり前」にできると思われることが苦手
になる
●状況の把握が苦手で、臨機応変な対応が難しくなる
●疲れやすく適度に休むことができにくくなる

生活のしづらさをサポートする舵取り役が必要

その人にとっての課題を一緒に見つけ、

どのようなサポートがあれば就労につながるの

か、その人の得意な部分に着目し、どのような

仕事に生かすことができるのかを一緒に考える


